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兵庫県告示第205号 

青少年愛護条例（昭和38年兵庫県条例第17号）第11条第１項の規定により、有害興行として次のものを指定

する。 

令和元年７月９日 

                                       兵庫県知事 井 戸 敏 三 

指定理由 

著しく性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、著しく恐怖心を与え、

又は犯罪若しくは自殺を誘発し、若しくは助長する描写、音声などが多く、青少年に観覧

させることは、その健全な育成を阻害するものと認める。 

種  別 名       称 制作・配給会社 

映  画 

 

５人の女 愛と金とセックスと･･･ 

 

オーピー映画 

 

兵庫県公報 
発  行  人 
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同 

 

同 

 

同 

 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

 

同 

人妻ねらい 熟女のあえぎ 

 

性感治療 股ぐらの処方箋 

 

ボーダー 二つの世界 

（原題）ＧＲＡＮＳ（ＢＯＲＤＥＲ） 

 

１０８（イチマルハチ）海馬五郎の復讐と冒険 

 

平成風俗史 あの時もキミはエロかった 

 

ギャル番外地 シメさせてもらいます 

 

トム・オブ・フィンランド 

（原題）ＴＯＭ ＯＦ ＦＩＮＬＡＮＤ 

 

たわわな気持ち 全部やっちゃおう 

新東宝映画 

 

オーピー映画 

 

キノフィルムズ 

 

 

バップ、パイプライン 

 

オーピー映画 

 

オーピー映画 

 

マジックアワー 

 

 

オーピー映画 

 

 

兵庫県告示第206号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第68条第４項において準用する同法第18条第17項の規定により、次の土

地改良区から清算人の就任の届出があった。 

  令和元年７月９日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

大釜土地改良区 

  氏   名         住    所 

 井 上   正    姫路市飾東町大釜62番地 

 黒 田 良 輝    同 市飾東町大釜555番地 

 清 瀨 良 一    同 市飾東町大釜203番地１ 

 岸 本 成 和    同 市飾東町大釜167番地 

 井 上 武 廣    同 市飾東町大釜48番地 

 石 川 清 章    同 市飾東町大釜41番地 

 石 川 公 計    同 市飾東町大釜19番地１ 

 髙 山 政 之    同 市飾東町大釜81番地３ 

石 川 至 範    同 市飾東町大釜13番地 

 髙 永 勝 弘    同 市飾東町大釜５番地 

 髙 永 武 良    同 市飾東町大釜101番地 

 髙 山 修 郎    同 市飾東町大釜108番地５ 

 畑   昌 彦    同 市飾東町大釜新658番地 

 小 林 利 亘    同 市飾東町大釜新681番地 

 福 永 英 明    加古川市志方町畑817番地の１ 

 

兵庫県告示第207号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から次のように保安林の指定を解除する

予定である旨の通知があった。 

  令和元年７月９日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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１ 解除予定保安林の所在場所 

  加古川市志方町投松字峠山698の７（次の図に示す部分に限る。） 

２ 保安林として指定された目的 

  土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 

  水道事業用地とするため 

 （「次の図」は、省略し、その図面を兵庫県農政環境部農林水産局豊かな森づくり課、東播磨県民局加古川農 

林水産振興事務所及び加古川市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第208号 

 漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定によ

り届出があった義務加入同意成立届を審査した結果、次の加入区については同法第108条第２項の規定による同

意があったものと認めた。 

令和元年７月９日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

加     入     区 
同意成立年月日 

区 域 名 区       分 

香住区域 
総トン数10トン未満の漁船により主として釣はえなわを使用

して営む漁業であって専業として行う漁業 
令和元年６月６日 

香住区域 

総トン数20トン以上100トン未満の漁船により底びき網を使

用して営む漁業及び釣りによっていかをとることを目的とす

る漁業 

同  上 

柴山区域 
総トン数10トン未満の漁船により主として釣はえなわを使用

して営む漁業であって専業として行う漁業 
同  上 

柴山区域 

総トン数10トン以上100トン未満の漁船により底びき網を使

用して営む漁業及び釣りによっていかをとることを目的とす

る漁業 

同  上 

浜坂区域 
総トン数10トン未満の漁船により主として釣はえなわを使用

して営む漁業であって浜坂の区域の者が専業として行う漁業 
同  上 

浜坂区域 
総トン数10トン未満の漁船により主として釣はえなわを使用

して営む漁業であって諸寄の区域の者が専業として行う漁業 
同  上 

仮屋区域 
のり養殖業を兼業しない者が営む総トン数10トン未満の漁船

により主として底びき網を使用して営む漁業 
同  上 

浦区域 
総トン数10トン未満の漁船により主として底びき網を使用し

て営む漁業 
同  上 

 

 

兵庫県告示第209号 

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測

量を実施する旨の通知があった。 

令和元年７月９日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

基本測量（航空写真撮影及びオルソ作成） 
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２ 作業期間 

令和元年８月27日から令和２年３月31日まで 

３ 作業地域 

  宍粟市及び佐用町の各一部 

 

兵庫県告示第210号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、西宮市長から次の

とおり公共測量が終了した旨の通知があった。 

令和元年７月９日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点測量（再設）） 

２ 作業期間 

平成31年４月22日から令和元年５月31日まで 

３ 作業地域 

西宮市甲子園口三丁目地内 

 

兵庫県告示第211号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、加東市長から次の

とおり公共測量が終了した旨の通知があった。 

令和元年７月９日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（道路台帳図データ更新） 

２ 作業期間 

平成30年11月19日から平成31年３月15日まで 

３ 作業地域 

加東市全域 

 

兵庫県告示第212号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第１項の規定により、都市計画事業を次のとおり認可したので、

同法第62条第１項の規定により告示する。 

  令和元年７月９日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 施行者の名称 

  西宮市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  阪神間都市計画道路事業 

 3.5.458号 鳴尾今津線 

３ 事業施行期間 

  令和元年７月９日から令和８年３月31日まで 

４ 事業地 

(1) 収用の部分 

兵庫県西宮市小松西町２丁目及び１丁目、里中町１丁目、２丁目及び３丁目、学文殿町１丁目及び２丁 

目、上鳴尾町、花園町、甲子園六番町、甲子園五番町、甲子園浦風町、甲子園三保町並びに甲子園六石町

地内 

(2) 使用の部分 

なし 
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兵庫県告示第213号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和元年７月９日か

ら供用を開始し、在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、令和元年７月９日から２週間、阪神南県民センター西宮土木事務所において一般の縦覧に

供する。 

  令和元年７月９日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

県道 

浜甲子園甲子園口 

停 車 場 線 

西宮市浜甲子園１丁目21番２から 

同 市浜甲子園１丁目21番２まで 

旧 
22.0から 

25.0まで 
13.0 

 

新 
24.0から 

27.0まで 
11.0 

 

 

兵庫県告示第214号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和元年７月９日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、令和元年７月９日から２週間、中播磨県民センター姫路土木事務所において一般の縦覧に

供する。 

  令和元年７月９日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

国道 

２ 号 

姫路市青山南４丁目1457番151から 

同 市青山南４丁目1457番223まで 

旧 
13.0から 

14.0まで 
27.0 

 

新 
13.0から 

15.0まで 
27.0  

 

 

兵庫県告示第215号 

  昭和39年兵庫県告示第332号の15（収入証紙売りさばき人の名称等）の一部を次のように改正し、令和元年８

月１日から適用する。 

  令和元年７月９日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

表中 

「 

鹿島興産株式会社 鹿島興産株式会社 高砂市春日野町 

 」 

を 

「 
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鹿島興産株式会社 

株式会社豊岡自動車

教習所 

鹿島興産株式会社 

株式会社豊岡自動車教習所 

高砂市春日野町 

豊岡市日撫 

」 

に改める。 
 

公 告 

 

   随意契約の相手方の公示 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の随意契約の相手方等について、次のとおり公示

する。 

  令和元年７月９日 

契約担当者 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量 

  会計年度任用職員制度導入に係る人事給与及び総務事務システム改修業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県企画県民部科学情報局情報企画課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和元年６月５日 

４ 随意契約の相手方の名称及び住所 

  株式会社高知電子計算センター 高知市本町４丁目１番16号 

５ 随意契約に係る契約金額 

  74,862,370円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政府調達に関する協定第15条第１項(d)による。 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  令和元年７月９日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

 （第３工区） 

加東市社字小元1568番１の一部 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

 加東市社50番地 加東市長 安 田 正 義 

３ 許可年月日及び許可番号 

 令和元年５月20日 

兵庫県指令北播（加土）（建）第１―29―４号（27加東） 
 

選挙管理委員会告示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第63号 

 公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第55条第２項及び第４項第２号並びに地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）第106条、第114条、第117条及び第184条並びに漁業法施行令（昭和25年政令第30号）第９条に

おいて準用する公職選挙法施行令第55条第２項及び第４項第２号（最高裁判所裁判官国民審査法施行令（昭和
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23年政令第122号）第13条において衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による場合を含む。）の規定によ

り、不在者投票のできる施設を指定するとともに、既に指定した施設に関し、指定の取消し及び指定内容の変

更があったので、平成13年兵庫県選挙管理委員会告示第27号（不在者投票のできる施設の指定）の一部を次の

ように改正する。 

  令和元年７月９日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 立 石 幸 雄 

１ 病院及び介護老人保健施設の表神戸市の項中 

「 

 介護老人保健施設 こうべ 同 市中央区日暮通５丁目５―８ 

 三聖病院 同 市中央区琴ノ緒町４丁目２―５ 

」 

を 

「 

 三聖病院 同 市中央区琴ノ緒町４丁目２―５ 

」 

に、 

「 

 介護老人保健施設 ポート愛ランド。老健 同 市中央区港島中町４丁目６ 

」 

を 

「 

 社会福祉法人 成晃会 ポート愛ランド。

老健（ユニット型） 
同 市中央区港島中町４丁目６ 

」 

に、 

「 

 神戸市立神戸アイセンター病院 同 市中央区港島南町２丁目１―８ 

」 

を 

「 

 神戸市立神戸アイセンター病院 同 市中央区港島南町２丁目１―８ 

 社会福祉法人 成晃会 ポート愛ランド。

老健ムーチョ 
同 市中央区港島中町４丁目６ 

」 

に、 

「 

 医療法人社団 敬風会 有泉病院 同 市北区有野中町３丁目29―16 

」 

を 

「 

 医療法人社団 敬風会 有泉病院 同 市北区有野中町３丁目29―16 

 まほし介護医療院 同 市北区山田町上谷上字古古谷12―３ 

」 

に改め、同表姫路市の項中 
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「 

 国富胃腸病院 同 市青山３丁目33―1 

」 

を 

「 

 國富胃腸病院 同 市青山３丁目33―1 

」 

に、 

「 

 医療法人山伍会 播磨大塩病院 同 市大塩町1096 

」 

を 

「 

 医療法人山伍会 播磨大塩病院 同 市大塩町1096 

 國富胃腸病院介護医療院 同 市青山３丁目33―1 

 医療法人社団 綱島会 厚生病院介護医療

院 
同 市御立西４丁目１―25 

」 

に改め、同表丹波市の項中 

「 

丹波市 兵庫県立柏原病院 丹波市柏原町柏原5208―１ 

 香良病院 同 市氷上町香良107 

」 

を 

「 

丹波市 香良病院 丹波市氷上町香良107 

」 

に改める。 

 

２ 老人ホームの表神戸市の項中 

「 

 ソーシャルコート神戸北 同 市北区小倉台１丁目16―５ 

」 

を 

「 

 ソーシャルコート神戸北 同 市北区小倉台１丁目16―５ 

 介護型ケアハウス ソラ―レ 同 市北区ひよどり北町３丁目２ 

」 

に改め、同表姫路市の項中 

「 

 介護付有料老人ホーム アーバンリビング

今宿 
同 市西今宿２丁目２―38 

」 

を 
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「 

 介護付有料老人ホーム アーバンリビング

今宿 
同 市西今宿２丁目２―38 

 さわやか ひめじ館 同 市大津区勘兵衛町２丁目203―４ 

」 

に改め、同表芦屋市の項中 

「 

 特別養護老人ホーム 陽光苑 同 市陽光町３―75 

」 

を 

「 

 特別養護老人ホーム 陽光苑 同 市陽光町３―75 

 特別養護老人ホーム Les 芦屋 同 市川西町14―１ 

 介護付有料老人ホーム Les 芦屋 同 市川西町14―１ 

」 

に改め、同表川西市の項中 

「 

 複合介護施設 川西小花の生活（有料老人

ホーム） 
同 市小花２丁目２―２ 

」 

を 

「 

 複合介護施設 川西小花の生活（有料老人

ホーム） 
同 市小花２丁目２―２ 

 かえでシニアアルヴァンタウンⅠ 同 市火打１丁目14―６ 

」 

に改め、同表丹波篠山市の項中 

「 

 サービス付き高齢者向け住宅 ふれしあ和

寿園 
同 市高屋24 

」 

を 

「 

 サービス付き高齢者向け住宅 ふれしあ和

寿園 
同 市高屋24 

 サービス付き高齢者向け住宅 あおやまの

郷 
同 市東岡屋373―５ 

」 

に改める。 
 

人 事 委 員 会 公 告 

 

兵庫県職員 行政Ｂ（高卒程度）採用試験の実施 

兵庫県職員 行政Ｂ（高卒程度）採用試験を次のとおり実施する。 

令和元年７月９日 
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兵庫県人事委員会  

１ 試験職種、採用予定人員及び受験資格 

試験職種 採用予定人員 受験資格 

(1) 一般事務職 

(2) 警察事務職 

(3) 教育事務職 

(4) 農学職 

(5) 林学職 

(6) 総合土木職 

(7) 小中学校事務職 

 （市町組合立小中学校等） 

 

10名程度 

７名程度 

５名程度 

２名程度 

１名程度 

２名程度 

９名程度 

１ 年齢制限 

次に掲げる者とする。 

平成10年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた

者（令和２年４月１日現在で18歳から21歳までの者） 

なお、定時制及び通信制の高等学校に在学する者（高等

学校卒業以上の学歴を有する者は除く。）に限り、平成元年

４月２日から平成14年４月１日までに生まれた者（令和２

年４月１日現在で18歳から30歳までの者）とする。 

ただし、次のいずれかに該当する者は受験できない。 

 (1) 学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学（短

期大学を除く。）及びこれと同等と認められる大学校等を

卒業した者 

 (2) 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）及びこれ

と同等と認められる大学校等の在学期間（休学期間を除

く。）が通算して２年を超える者 

 (3) 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）及びこれ

と同等と認められる大学校等の第３年次以上に現に在学

し、又は在学したことがある者 

 (4) 外国における大学等を卒業した者（令和２年３月31日

までに卒業する見込みの者を含む。）で学校教育における

16年の課程を修了した者（令和２年３月31日までに当該

課程を修了する見込みの者を含む。） 

備考 次に掲げる者は、この試験を受けることができない。 

１ 日本国籍を有しない者 

（一般事務職、警察事務職、教育事務職及び総合土木職に限る。） 

２ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条各号のいずれかに該当する者 

 (1) 成年被後見人又は被保佐人 

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの 

者 

 (3) 兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

 (4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ 

とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

２ 試験日及び試験会場 

区分 試験日 試験会場 

筆 記 

試 験 
令和元年９月29日（日） 

神戸会場：兵庫県立大学神戸商科キャンパス 

豊岡会場：兵庫県立豊岡高等学校 

面 接 

試 験 

令和元年10月28日（月）から同年11月１日

（金）までのうち指定する１日 
神戸市内 

３ 試験の方法 

 (1) 筆記試験 

  （事務系職種） 

ア 教養試験 

高等学校卒業程度の一般教養について択一式により試験を行う。 
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イ 論文試験 

一般的な課題により高等学校卒業程度の理解力・判断力、独創性・説得力及び文章表現力・文章構成

力について試験を行う。 

ウ 作文試験 

受験者のこれまでの経験等に関する課題により高等学校卒業程度の理解力・判断力、独創性・説得力

及び文章表現力・文章構成力について試験を行う。 

   （技術系職種） 

ア 教養試験 

高等学校卒業程度の一般教養について択一式により試験を行う。 

イ 専門試験 

職種に必要な高等学校卒業程度の専門的知識について択一式により試験を行う。 

ウ 論文試験 

一般的な課題により高等学校卒業程度の理解力・判断力、独創性・説得力及び文章表現力・文章構成

力について試験を行う。 

 (2) 面接試験 

筆記試験合格者に対して行う。 

ア 口述試験 

個別面接①及び個別面接②により試験を行う。 

イ 適性検査 

職務の遂行に必要な適性について検査を行う。 

４ 合格者の発表 

 (1) 筆記試験 

令和元年10月18日（金）午後３時 

兵庫県人事委員会事務局において掲示するとともに、筆記試験合格者に通知する。 

 (2) 面接試験 

令和元年11月13日（水）午後３時 

兵庫県人事委員会事務局において掲示するとともに、最終合格者に通知する。 

５ 申込手続及び受付期間 

 (1) 申込書は、兵庫県人事委員会事務局、各県民局等で配布する。郵送を希望する場合は、140円分の切手 

を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号封筒）を同封のうえ、「行政Ｂ請求」と朱書し、兵庫県人事委

員会事務局へ請求すること。 

また、インターネットの兵庫県職員採用情報のホームページでも受験申込書の配布を行う。 

アドレス http://web.pref.hyogo.lg.jp/ji01/pc01_000000032.html 

 (2) 申込方法 

ア インターネットによる場合 

「兵庫県電子申請システム」を利用して、画面の指示に従って申し込むこと。受験票は、申込受付後、

令和元年９月18日（水）頃に発行する。 

アドレス http://web.pref.hyogo.lg.jp/ji01/pc01_000000067.html 

イ 郵送・持参による場合 

所定の申込書に必要事項を記入し、写真（申込前６箇月以内に撮った上半身正面無帽の縦４センチメ

ートル・横３センチメートルの大きさのもの）を貼り、兵庫県人事委員会事務局へ提出すること。受験

票は、申込受付後、令和元年９月18日（水）頃に発送する。 

 (3) 受付期間 

ア インターネットによる場合 

令和元年８月８日（木）午前９時から同年９月３日（火）午後５時まで（受信有効） 

イ 郵送による場合 

令和元年８月８日（木）から同年９月３日（火）まで（消印有効） 

ウ 持参による場合 

令和元年８月８日（木）から同年９月５日（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時

から午後５時まで 
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６ その他 

最終合格者は、区分・試験職種ごとの採用候補者名簿に登載され、各任命権者からの請求に応じ、成績順

に提示され、任命権者において採用前に身体検査等を行い、採用者が決定される。 

なお、名簿は確定の日から令和３年３月31日まで有効とする。 

７ 試験についての問合わせ先 

兵庫県人事委員会事務局任用課 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

電話（078）341－7711 内線5920、5921 
 

市町村職員共済組合公告 

 

平成30年度決算の要旨 

地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）第22条第３項の規定により、平成30年度決算の要旨を公告

する。 

令和元年７月９日 

                                 兵庫県市町村職員共済組合   

                                 理事長 多 次 勝 昭  

１ 損益計算書の要旨 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 貸借対照表の要旨 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

一般財団法人行政書士試験研究センター公告 

 

令和元年度行政書士試験の実施 

退職等年金 経過的長期 ひょうご

預託金管理 預託金管理 共済会館

負担金 12,138,304 35,075,857 1,814,941 416,577 461,147 443,737

掛金（組合員保険料） 12,227,778 21,956,691 1,814,922 433,331

210,802 137,537

利息及び配当金 3,223 100,891 440 1,800 340 300 1,212,810 246

その他収入 1,524,333 196,219 101 828 2,060 21,527 39,308

他経理からの繰入金 3,860 55,991 21,430

前年度支払準備金 1,741,766

27,632,181 57,032,548 3,629,863 416,577 3,223 100,891 661,666 878,969 267,961 161,327 1,234,337 39,554

給付金 11,819,386

役職員給与 193,723 15,491 22,671 14,802

旅費及び事務費 31,489 6,802 1,333 935 2,006 1,225

商品仕入 7,794 220

飲食材料費 42,103 14,621

委託費 37,858 1,634 91,063 69,868

支払利息 3,223 100,891 1,104,497 7,562

連合会払込金 325,846 3,366

前期高齢者納付金 5,070,832

後期高齢者支援金 5,123,944

病床転換支援金 25

老人保健拠出金

退職者給付拠出金 45,842

他経理への繰入金 3,860 77,421

その他支出 3,181,977 57,032,548 3,629,863 416,577 357,366 824,881 136,395 58,139 7,969 5,325

次年度支払準備金 1,776,995

27,348,707 57,032,548 3,629,863 416,577 3,223 100,891 620,436 926,229 278,688 143,783 1,137,143 32,280

差引当期利益金又は当期損失金(△) 283,474 0 0 0 0 0 41,230 △ 47,260 △ 10,727 17,544 97,194 7,274

計

支

出

計

経　理　区　分 短期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期 業務 保健 ゆめ春来 貯金 貸付

収

入

施設収入及び商品売上

退職等年金 経過的長期 ひょうご

預託金管理 預託金管理 共済会館

流動資産 4,068,099 3,404,478 229,302 1,621 47,421 70,940 1,845,199 3,230,672 1,098,731 539,510 8,882,651 592,936

固定資産 536,802 6,154,955 3,809 114,977 1,134,980 1,156,218 130,215,591 2,963,799

繰延資産

4,068,099 3,404,478 229,302 1,621 584,223 6,225,895 1,849,008 3,345,649 2,233,711 1,695,728 139,098,242 3,556,735

流動負債 124,062 3,404,478 229,302 1,621 584,223 6,225,895 25,144 70,251 27,920 14,040 125,896,778 74

固定負債 1,776,995 252,550 33,728 48,638 638,265

1,901,057 3,404,478 229,302 1,621 584,223 6,225,895 277,694 103,979 27,920 14,040 125,945,416 638,339

資本剰余金 122,268 2,134,506 1,449,366

資 積立金

本 利益剰余金 2,167,042 1,571,314 3,119,402 71,285 232,322 13,152,826 2,918,396

2,167,042 0 0 0 0 0 1,571,314 3,241,670 2,205,791 1,681,688 13,152,826 2,918,396

4,068,099 3,404,478 229,302 1,621 584,223 6,225,895 1,849,008 3,345,649 2,233,711 1,695,728 139,098,242 3,556,735負債・資本合計

貸付

資
産

資産合計

負
債

負債合計

資本合計

経　理　区　分 短期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期 業務 保健 ゆめ春来 貯金
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 行政書士法（昭和26年法律第４号）第４条第１項の規定による兵庫県知事の委任に係る令和元年度行政書士

試験を次のとおり実施する。 

    令和元年７月９日 

一般財団法人行政書士試験研究センター  

理事長 多賀谷 一照  

１ 試験期日 

(1) 試 験 日 令和元年11月10日（日） 

(2) 試験時間 午後１時から午後４時まで 

２ 試験場所 

試験地 試  験  場 所  在  地 

兵庫県 

神戸国際大学六甲アイランドキャンパス 神戸市東灘区向洋町中９―１―６ 

兵庫県立神戸高等学校 神戸市灘区城の下通１―５―１ 

神戸学院大学有瀬キャンパス 神戸市西区伊川谷町有瀬５１８ 

３ 試験の科目及び方法 

(1) 試験の科目 

試 験 科 目 内   容   等 

行政書士の業務に関し必要な法令等 

（出題数46題） 

憲法、行政法（行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不

服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心

とする。）、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、

法令については、平成31年４月１日現在施行されている法令に

関して出題する。 

行政書士の業務に関連する一般知識 

等（出題数14題） 

政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解 

(2) 試験の方法 

ア 試験は、筆記試験によって行う。 

イ 出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述式、「行政書士の業務に関連

する一般知識等」は択一式とする。 

  なお、記述式は、40字程度で記述するものを出題する。 

４ 受験願書及び試験案内の配布と請求方法 

配 布 場 所 配 布 期 間 

一般財団法人行政書士試験研究センター 

東京都千代田区一番町25番地 

電話（03）3263－7700 

  

ア 窓口配布 

令和元年７月29日（月）から同年８月30日（金）

まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。） 

イ 郵送配布 

令和元年７月29日（月）から同年８月23日（金）

まで 

住所・氏名、郵便番号記載の返信用封筒（角形２

号＝Ａ４サイズの願書が折らずに入る大きさの封

筒）に郵便切手140円分を貼付し、下記宛先まで郵

送で請求すること（令和元年８月23日（金）必着）。 

受験願書及び試験案内の請求先 
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〒252-0299 

日本郵便株式会社 相模原郵便局留 

一般財団法人行政書士試験研究センター試験課 

兵庫県庁（１号館・２号館受付） 

兵庫県庁 企画県民部企画財政局市町振興課 

神戸県民センター県民交流室総務防災課 

阪神南県民センター県民交流室総務防災課 

阪神南県民センター西宮県税事務所調整課 

阪神北県民局さわやか県民相談室 

東播磨県民局総務企画室総務防災課 

北播磨県民局総務企画室総務防災課 

中播磨県民センターさわやか県民相談室 

西播磨県民局総務企画室総務防災課 

西播磨県民局龍野県税事務所調整課 

但馬県民局総務企画室総務防災課 

丹波県民局県民交流室総務防災課 

洲本総合庁舎内さわやか県民相談室 

兵庫県民総合相談センター 

窓口配布のみ 

令和元年７月29日（月）から同年８月30日（金）ま

で（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。ただし、

兵庫県民総合相談センターにおいては、常時センター

前のラックから取得できる。） 

 

 

 

 

 

 

兵庫県庁 企画県民部企画財政局市町振興課 

神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

電話（078）362-3098 

兵庫県行政書士会 

神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号 

神戸クリスタルタワー13階 

電話（078）371－6361 

窓口配布のみ 

令和元年７月29日（月）から同年８月30日（金）ま

で（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。） 

５ 受験手続 

(1) 郵送による受験申込み 

ア 受付期間 令和元年７月29日（月）から同年８月30日（金）まで 

イ 申込方法 

一般財団法人行政書士試験研究センター試験課へ、簡易書留郵便により郵送すること。 

郵送は、受験願書及び試験案内が入っていた封筒を使用し、令和元年８月30日（金）までの消印のあ

るものに限り受け付ける。 

なお、兵庫県企画県民部企画財政局市町振興課での受付は行わないので、注意すること。 

ウ 提出書類 受験願書一式 

エ 受験手数料 7,000円（納付方法については、試験案内を参考とすること。） 

  一旦納付された受験手数料は、原則として返還しない。 

(2) インターネットによる受験申込み 

ア 受験申込み画面への入力 

 一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページ（https://gyosei-shiken.or.jp）からインタ

ーネット出願画面に接続し、画面の項目に従って必要事項を漏れなく入力すること。 

  イ 受験手数料の払込み 

(ｱ) 受験手数料（7,000円）は出願画面の指示に従ってクレジットカード（申込者本人名義のものに限

る。）又はコンビニエンスストアで払い込むこと。 

(ｲ) 利用できるクレジットカード 

      ＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒ、ＪＣＢ、アメリカン・エキスプレス及びＤｉｎｅｒｓ 

(ｳ) 利用できるコンビニエンスストア 

   セブン-イレブン、ローソン、ローソン・スリーエフ、ファミリーマート、セイコーマート、ミニス

トップ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア及びニューヤマザキデイリーストア 

(ｴ) 払込みに要する費用は、受験申込者の負担とする。 

(ｵ) 一旦払い込まれた受験手数料は、原則として返還しない。 

  ウ 受付期間 



令和元年７月９日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 21 号 

15 

(ｱ) 令和元年７月29日（月）午前９時から同年８月27日（火）午後５時まで 

この出願システムは、令和元年８月27日（火）午後５時で終了する。 

なお、同日午後５時までに入力を完了していないと、接続中（入力中）であっても申込みができな

くなるので注意すること。 

    (ｲ) 最終日（令和元年８月27日（火））は大変混雑し、インターネットが繋がりにくくなることが予想

されるので、余裕を持って申し込むこと。 

(3) 試験に関する問合せ先 

一般財団法人行政書士試験研究センター 

電話（03）3263－7700 

６ 特例措置の実施 

  身体の機能に障がいのある者等で、車椅子の使用、補聴器の使用、拡大鏡の持込みなど、受験に際して必

要な措置を希望する者は、事前に申請の手続が必要となることから、受験申込みをする前に必ず上記問合せ

先まで相談すること。 

７ 合格発表の日時及び方法 

(1) 発表日時 

令和２年１月29日（水）午前９時 

(2) 発表の方法 

一般財団法人行政書士試験研究センター事務所の掲示板に合格者の受験番号を公示（掲示）するととも

に、公示後、受験者全員に合否通知書を郵送する。 

また、同センターのホームページ（https://gyosei-shiken.or.jp）に合格者の受験番号を登載する。あわせ

て、兵庫県公報に合格者の受験番号を登載する。 
 

正 誤 

 

○平成31年３月29日付け（兵庫県公報第３号外） 

兵庫県規則第11号（行政財産目的外使用料の額を定める規則等の一部を改正する規則）中 

（ページ） （行） （誤） （正） 

３ 上から33 平成17年兵庫県条例第55号 平成17年兵庫県規則第55号 

 

 

○平成31年３月29日付け（兵庫県公報第14号外） 

兵庫県規則第20号（兵庫県税条例施行規則等の一部を改正する規則）中 

（ページ） ３ 

（行） 上から19 

（誤） 

「第７節 自動車取得税（第27条・第28条） 
を「第７節 軽油引取税（第29条― 

第７節の２ 軽油引取税（第29条―第32条の21）」 

第32条の21）」に改める。 

（正） 

「第７章 自動車取得税（第27条・第28条） 
を「第７章 軽油引取税（第29条― 

第７章の２ 軽油引取税（第29条―第32条の21）」 

第32条の21）」に改める。 

 

 

○令和元年６月28日付け（兵庫県公報第18号） 

兵庫県入札公告中 
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（ページ） （行） （誤） （正） 

21 下から10 Higasiharima Nakaharima 

 

 

31企 P1-001 A4 


